
令和５年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
障害者支援課  

１　施設の概要等 

 

２　施設利用状況 

 

３　利用者ニーズの把握と対応 

 
施 　 設 　 名 広島県立視覚障害者情報センター

 
所 　 在 　 地 広島市東区戸坂千足二丁目１－５

 
設 置 目 的

無料又は低額な料金で、点字刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供

する。

 
施 設 ・ 設 備 閲覧室、録音室、点字作業室、発送室、対面朗読室、書庫、会議室、相談室、事務室

 

指 定 管 理 者

5 期目 R3.4.1～R8.3.31 （社福）広島県視覚障害者団体連合会

 
4 期目 H28.4.1～R3.3.31 （社福）広島県視覚障害者団体連合会

 
3 期目 H23.4.1～H28.3.31 （社福）広島県視覚障害者団体連合会

 
2 期目 H20.4.1～H23.3.31 （社福）広島県視覚障害者団体連合会

 
1 期目 H17.4.1～H20.3.31 （社福）広島県視覚障害者団体連合会

 

利用 
状況

年度
目標値 

[事業計画]

貸出図書数 
（タイトル数，雑

誌除く。）

対前年度増減
対目標値増減 
（達成率）

  

5 期 

R5 ― 17,022 件 △1,881 件　 ―

 R4 ― 18,903 件 △2,819 件　 ―

 R3 ― 21,722 件 △915 件　 ―

 4 期平均 H28～R2 ― 22,063 件 446 件　

 3 期平均 H23～H27 ― 20,409 件 1,983 件　 ―

 2 期平均 H20～H22 ― 18,426 件 4,712 件　 ―

 1 期平均 H17～H19 ― 13,714 件 1,308 件　 ―

 H16（導入前） ― 12,406 件 ―　 ―

 
増減 
理由

○利用者に対する IT 促進によりサピエの直接利用（ダウンロード利用）が増加したことに伴い、

貸出数が減少した。 
個人サピエ会員数 496 名（令和 6 年 3 月 31 日現在）

 

調査 
実施 
内容

【実施方法】 【対象･人数】

 各種行事参加者や来館者と意見交換を行

い、利用者ニーズを調査した。 太極拳（延べ 4 名）、パン教室（延べ 8 名）他

 【主な意見】 【その対応状況】

 
行事を増やしてほしい。コロナ禍で中止

になっている交流会を再開してほしい。

フラダンス、パン作り、発酵、アロマ等種々の教室、交

流会（下関へのバスツアー）、県内のバス遠足を企画実

施した。

 
実生活で役に立つ IT 機器利用方法を習

得したい。

外部から講師を招き、IT サロンを５回開催した。少人

数で行うことで質問しやすく、疑問点を解消できるよう

にした。



４　県の業務点検等の状況 

 

５　県委託料の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

６　管理経費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

　※　自主事業：指定管理者が自らの責任で，更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業 
 

 項　目 実績 備　考

 

報告書

年度 〇 事業報告書、収支決算書

 月報 〇 業務実績報告書

 日報（必要随時） 〇 施設・設備の不具合等の報告

 

管理運営会議（随時開催）

【特記事項等】 
　・会議を２回開催 
　・現地調査は随時実施 
【指定管理者の意見】 
　・業務仕様書に基づき管理運営を行った。 
【県の対応】 
　・適切に管理運営が実施されていることを確認した。

 

現地調査（随時実施）

 

県委

託料 
（決算額）

年度 金額 対前年度増減

料金

収入 
（決算額）

年度 金額 対前年度増減

 

5 期

R5 35,274 19

該当なし

 R4 35,255 982

 R3 34,273 2,052

 4 期平均 H28～R2 32,221 2,827

 3 期平均 H23～H27 29,394 51

 2 期平均 H20～H22 29,343 △15

 1 期平均 H17～H19 29,358 △1,533

 H16（導入前） 30,891 ―

 項 　目 R5 決算額 R4 決算額 前年度差 主な増減理由等

 

委 
託 
事 
業

収 
 

入

県委託料 35,274 35,255 19

 料金収入 0 0 0

 その他収入 0 0 0

 計(Ａ) 35,274 35,255 19

 

支 
 

出

人 件 費 25,060 25,007 53

 光熱水費 2,665 2,862 △197 電気代、灯油代の減

 
設備等保守点検費 891 1,063 △172

PC 買替及びソフトバージョンアッ
プが R4 年度に終了したことによる
減

 清掃・警備費等 1,206 1,189 17

 
施設維持修繕費 31 149 △118

R4 は点字製版機等、R5 は非常ベルの
みの修理

 
事務局費 5,421 4,985 436

大会・研修会参加費、旅費、事務消耗
品費の増

 その他 0 0 0

 計(Ｂ) 35,274 35,255 19

 収支①(Ａ-Ｂ) 0 0 0

 自 
主 
事 
業 

（※）

収　入(Ｃ) － － －

 支　出(Ｄ) － － －

 収支②(Ｃ-Ｄ) － － －

 合計収支（①+②） 0 0 0



７　管理運営状況 

 
項目

指定管理者 
（事業計画，主な取組，新たな取組など）

県の評価

 

施
設
の
効
用
発
揮

○施設の設置目 
的に沿った業 
務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○業務の実施に 
よる，県民サ 
ービスの向上 

 
 
 

 

 

 
○業務の実施に 
よる，施設の 
利用促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[図書の貸出・提供] 
利用件数は、点字図書が 292 タイトル

と前年度よりも増加した。 
録音図書は 16,730 タイトルと減少し

たが、個人所有のメモリーメディアに希
望の図書をダウンロードして提供する
方式や、長期休館や年末の休館の時期に
合わせた「ダウンロードおすすめセッ
ト」については、利用件数を伸ばした。 

また、デイジー図書を利用したことが
ない方に向け、図書をダウンロードした
エンヴォイコネクト（操作が簡単なデイ
ジー再生機）による貸出も開始した。 
　 
[点字図書・録音図書・電子書籍の製作] 

利用者の趣向に加え、広島らしさの視
点を加えた図書選定を行い点字・録音・
テキストデイジー・マルチメディアデイ
ジー図書の製作を行った。 

また、活動中のボランティアを対象と
したスキルアップのための研修会・相談
会を開催し、製作過程において必要な指
導を行った。 

プライベート製作については、点字
化、音声版デイジー、テキストデイジー、
プレーンテキスト等、多彩なニーズに対
応した。 
 
[特別支援学校との連携] 
　学校で使用する学習教材の点訳に積
極的に協力した。 
 
[緑内障サロン「ゆる～と」の開催] 

患者同士がお互いの知識や経験を分
かち合い励ましあう交流の場としてサ
ロンを 1回開催した。 
 
 

[メディアによる広報] 
・センターだより（奇数月発行） 
・ホームページ　（毎月・随時更新） 
・SNS による情報発信（随時） 
 
[イベントの実施] 

ピラティス、フラダンス、太極拳、パ
ン教室、合奏団、パンフルート、コンサ
ート等、多数のイベントを実施した。イ
ベントを通して利用者同士が交流でき、
社会参加のきっかけ作りとなっている。 
 
[交流会の実施] 
　11 月、コロナ禍で中止していた利用
者・ボランティア・職員合同交流会を再
開した。開催地は下関、参加者は 49 名だ
った。 
 
[遠足くらぶの実施] 
　利用者へ外出の機会や交流の場を提
供するため、みかん狩りや道の駅めぐり
など、近郊へのバス遠足を実施した。 

情報センターにおいて、所蔵又は製作し
た図書の貸出業務のほか、視覚障害者情報
ネットワーク「サピエ」への参画を通じ、
デイジーオンラインサービスの普及など、
利用者ニーズを踏まえたサービスの提供
に努めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ボランティアの養成と活動の促進に取

り組むとともに、視覚障害者に対する情報
提供の充実を図り、きめ細かなサービスの
充実に努めている。 
 
 
 
 
 
　特別支援学校における取組の支援や、視
覚障害者とその家族に対するサービスの
向上や支援の充実に取り組んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
　利用者への積極的な広報や、様々なイベ
ントの開催を通じて、施設の利用促進に努
めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
項目

指定管理者 
（事業計画，主な取組，新たな取組など）

県の評価

 
施
設
の
効
用
発
揮

○施設の維持管　

　理

建物・設備の管理については、業務委
託による実施のほか、職員による日常巡
視点検を実施し、設備の不備や異常の早
期発見に取り組んだ。

限りのある予算の中で、効率的かつ計画
的に修繕を行っている。 

 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎

○組織体制の見 
直し 

 
 
 
○効率的な業務 
運営 
 
 
 

○収支の適正

更なる運営体制の効率化と適切な施
設運営に努めていく。 
 
 
 

法人の役員、評議員や多くのボランテ
ィア等の支援のもとに、利用者のサービ
スの向上と効率的な業務運営に努めて
いる。 
 

法人の評議員会、理事会における審議
や、監事による監査指導を受けるととも
に、会計事務所と連携をとり、収支の適
正化に努めている。

今後と運営体制の効率化と適切な施設
運営の検討が必要である。 
 

 
 
現行の組織体制の中で、ボランティアの

協力を得るなど、施設の効率的な運営に努
めており、適正な運営がなされている。 
 
 

事業収支については、概ね計画どおりで
あり、適切な運営がなされている。

 

総　括

利用者の意見等を反映した図書の提
供や、センター製作書籍の充実を図ると
ともに、点訳・音訳奉仕員の育成指導に
よりサービスの向上に努めた。 

また、各種事業の計画的な推進を図
り、適切な施設運営に努めた。

従来からのボランティアの育成指導に
加え、利用者のニーズを踏まえたイベント
開催にも積極的に取り組むなど、視覚障害
者福祉の向上に取り組んでいる。 
また、事業収支は概ね計画どおりであ

り、適切な施設運営がなされている。



８　今後の方向性（課題と対応） 

 項目 指定管理者 県

 

短期的な対応 

(令和６年度)

読書バリアフリー法「基本計画」の推
進 
 
公共図書館、学校図書館、大学図書館

等との連携を進め、サピエを柱とする図
書館サービスのネットワークを強化す
る。また、国立国会図書館の「視覚障害
者等用データ送信サービス」との連携を 
図る。 

特定書籍・特定電子書籍等の製作の充
実と、障害者手帳を持つ視覚障害者以外
の読書困難者の利用拡大を、公共図書館
と連携して進める。

関係機関との連携強化や、図書の充実
等に引き続き取り組み、利用促進を図る
必要がある。 
 

県内のより多くの視覚障害者に情報セ 
ンターのサービスが利用されるよう、積
極的な広報活動等に取り組んでいく必要
がある。

 

中期的な対応

視覚障害者にとって、IT 機器は必須
の日常生活ツールであり、IT を用いた
サービスが増えていく状況において、視
覚障害者の IT 利用スキルがますます必
要とされている。IT 機器を有効に活用
できる視覚障害者に比べ、活用できない
視覚障害者は、IT の恩恵を享受するこ
とができてない。視覚障害者間のデジタ
ルデバイドの解消を進めていくことが
強く求められており、そのための情報提
供や支援を行う。 
 
施設、設備の老朽化に伴い、恒常的に

修繕や更新が必要となっている。県担当
部署と協議し、センター機能の維持のた
め、的確に対応していく。

IT技術の進展や利用者ニーズ等を踏ま
え、視覚障害者に対する情報提供や支援
の充実を進めていく必要がある。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
サービス提供体制の強化に向けて、情

報センターにおける機器の更新等を計画
的に進めていく必要がある。 
 

施設、設備の老朽化に対して必要とな
る整備を、利用状況やニーズ等を踏まえ
て検討し、利用環境の向上に努める。


